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議案第３４号 

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

  市長の附属機関として小田原市民間提案審査委員会及び小田原市スポーツ施設整

備基本計画策定検討委員会を設置する等のため改正する。 

［内  容］ 

１ 附属機関の設置（別表関係） 

市長の附属機関として次の委員会を設置することとする。 

名  称 設  置  目  的 委員の数 

小田原市民間提

案審査委員会 

小田原市民間提案制度による事業の選定等に関

する事項につき、市長の諮問に応じて審査し、

その結果を報告し、及び必要と認める事項につ

いて意見を具申すること。 

１５人以内 

小田原市スポー

ツ施設整備基本

計画策定検討委

員会 

小田原市スポーツ施設整備基本計画の策定に関

する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議

し、その結果を報告し、及び必要と認める事項

について意見を具申すること。 

１０人以内 

２ 附属機関の廃止（別表関係） 

    小田原市技能者表彰審査委員会を廃止することとする。 

３ 小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正（改正条例附則

第２項関係） 

   (1) 新たに設置する附属機関の委員の報酬額の設定（別表第３関係） 

小田原市スポーツ施設整備基本計画策定検討委員会の委員の報酬額を次のよ

うに定めることとする。 

区     分 報 酬 日 額 

小田原市スポーツ施設整備基本計

画策定検討委員会 

委 員 長 １０，８００円 

副委員長 １０，３００円 

委 員 １０，０００円以内 

(2) 附属機関の廃止に伴う措置（別表第３関係） 
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      小田原市技能者表彰審査委員会の委員の報酬額に係る規定を削除することと

する。 

［適  用］ 

令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 
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議案第３５号 

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 ［改正理由］ 

   健康保険法施行令等が一部改正され、被用者保険における出産育児一時金等の支

給額が引き上げられることに伴い、本市の国民健康保険における出産育児一時金に

ついてこれに準じた措置を講ずる等のため改正する。 

 ［内  容］ 

  １ 出産育児一時金の支給額の引上げ（第５条関係） 

出産育児一時金の支給額を次のように引き上げることとする。 

改  正  後 改  正  前 

５０万円（産科医療補償制度の対象と 

ならない出産の場合にあっては、４８ 

万８，０００円） 

４２万円 

  ２ 保険料の軽減対象の拡大（第１９条の２関係） 

    保険料の基礎賦課額（被保険者均等割及び世帯別平等割）の軽減対象世帯の基

準について、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずる金額を次のよう

に引き上げることとする。 

区 分 改  正  後 改  正  前 

５割軽減の対象となる世帯 ２９万円 ２８万５，０００円 

２割軽減の対象となる世帯 ５３万５，０００円 ５２万円 

 ［適  用］ 

  １ 出産育児一時金の支給額の引上げ 

令和５年４月１日以後に給付理由の生じた出産育児一時金について適用 

２ 保険料の軽減対象の拡大 

令和５年度以後の年度分の保険料について適用 



- 4 - 

議案第３６号 

小田原市小児医療費助成条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

  小児医療費助成制度における保護者の所得額による助成の制限を廃止するため改

正する。 

［内  容］ 

 １ 小児医療費の助成に係る所得制限の廃止（第４条関係） 

小児医療費の助成に係る保護者の所得額による制限を廃止することとする。 

  ２ その他 

    １に伴う規定の整備を行うこととする。 

［適  用］ 

令和５年１０月１日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用 


